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８．宅地造成及び特定盛土等規制法の制度概要 
 

１．宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土

規制法） 

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る

観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的に

かかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包

括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」

（通称「盛土規制法」、令和 4 年 5 月 27 日公布）

が、令和 5年 5月 26 日から施行されました。 

※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省によ

る共管法です。 

 
（１） 背景 

令和 3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が

崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、

危険な盛土等に関する法律による規制が必ずし

も十分でないエリアが存在していること等を踏

まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、

「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の

用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．改正の概要 

（１）スキマのない規制 

 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の 

土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に

被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し

（第 10 条、第 26 条他）、当該規制区域内で 

行われる盛土等を都道府県知事の許可の対象と

するとともに、宅地造成の際に行われる盛土や 

切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の 

一時的な堆積についても、規制の対象としていま

す。 

（２）盛土等の安全性の確保 

 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、

災害防止のために必要な許可基準を設定（第13条、

第 31 条）するとともに、許可基準に沿って安全 

対策が行われているかどうかを確認するため、 

[1]施工状況の定期報告（第 19条、第 38条）、 

[2]施工中の中間検査（第 18 条、第 37条）及び、 

[3]工事完了時の完了検査（第 17 条、第 36 条） 

を実施することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国土交通省都市安全課・農林水産省農村振興局農村計画課・ 

林野庁森林整備部治山課発行パンフレット 
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（３）責任の所在の明確化 

盛土等が行われた土地について、土地所有者等 

が安全な状態に維持する責務を有することを明

確化（第 22条、第 41 条）するとともに、災害の

防止のため必要なときは、土地所有者等だけでな

く、原因行為者に対しても、勧告や改善命令とい

った是正措置等を命令できる（第 20 条、第 22 条

他）こととされています。 

（４）実効性のある罰則の措置 

 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可

行為や命令違反等に対する罰則について、条例に

よる罰則の上限より高い水準に強化（第55条他）

しています。 

また、法人に対しても抑止力として十分機能

するよう、法人重科を措置しています。 

※ 最大で懲役 3 年以下・罰金 1,000 万円以下・

法人重科 3億円以下 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．規制区域の指定について 

千葉県では、規制区域の指定(千葉・船橋・柏

の各市を除く)のため、基礎調査を実施しました。

その結果、千葉県内(千葉市・船橋市・柏市を除

く)は、全域が宅地造成等工事規制区域の候補区

域に該当することとなりました。 

今後、規制区域指定に向けた各種手続きを 

進め、令和 7 年 5 月までに、運用を開始する 

こととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省都市安全課・ 
農林水産省農村振興局農村計画課・ 
林野庁森林整備部治山課発行パンフレット 

出典：国土交通省都市安全課・農林水産省農村振興局農村計画課・ 

林野庁森林整備部治山課発行パンフレット 
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４．宅地造成等規制法（旧法） 

（１）概要 

宅地造成等規制法（旧法）は、都道府県知事等

が宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を 

生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事

規制区域」として知事が指定し、その区域内で 

行われる宅地造成に関する工事が安全に施行 

されるよう許可制度を設けるとともに、危険と 

認められる宅地に対して勧告等を行うことに 

より、宅地造成に伴う災害の防止を図るものです。       

盛土規制法が令和 5 年 5 月 26 日から施行され

たことに伴い、宅地造成等規制法は盛土規制法へ 

移行しましたが、盛土規制法に基づく区域指定を

するまでの間、宅地造成工事規制区域内での宅地

造成に関する工事については、旧法が適用され 

ます。 

（２）許可の対象 

宅地造成工事規制区域内の土地で、 

1.切土で、高さが 2m を超えるがけ（30度を超

える斜面、以下同じ）を生ずる工事 

2.盛土で、高さが 1m を超えるがけを生ずる  

工事 

3.切土と盛土を同時に行う時、盛土は 1m 以下

でも切土と合わせて高さが 2m を超えるがけ

を生ずる工事 

4.切土、盛土で生じるがけの高さに関係なく、 

宅地造成面積が 500 平方メートルを超える 

工事 

のいずれかに該当する宅地造成に関する工事

を行う場合には、知事等の許可が必要です。 

（３）届出の対象 

宅地造成工事規制区域内の土地で、 

1.区域の指定の際に行っている宅地造成に  

関する工事 

2.許可の対象とならない行為で、高さが 2m を

超える擁壁、地表水等を排除するための排水

施設及び地滑り抑止ぐいのうち、いずれかの 

全部または一部を除却する工事 

3.宅地以外の土地を宅地へ転用する行為 

のいずれかに該当する宅地造成に関する工事

等を行う場合には、知事等への届出が必要です。 

（４）宅地の保全、勧告・改善命令 

 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理

者又は占有者には、その宅地でがけくずれ等の 

災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する

ように努めなければならないとされています。 

 また、危険な宅地に対しては、知事等が災害 

防止のためその宅地の所有者、管理者、占有者に

勧告や改善命令を行うことがあります。 

（５）県内の宅地造成工事規制区域及び許可等を 

行う関係機関 

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、   

成田市、佐倉市、柏市、八千代市、銚子市、    

勝浦市 

※銚子市、勝浦市は県（1ha 未満は土木事務所） 

が許可等の事務を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）造成宅地防災区域（大規模盛土造成地に

ついて） 

「宅地造成工事規制区域」とは別に都道府県知

事は崩壊等の危険のある造成宅地を「造成宅地防

災区域」として指定し、その所有者等に対して改

善のために必要な勧告及び命令を行うことがで

きますが、現在のところ、県内で「造成宅地防災

区域」の指定に至った区域はありません。 


